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様式第１号（第５条関係） 

狭山市有料広告掲載申込書 

                            

平成  年  月  日 

 

（宛先）狭 山 市 長 

                       〒  － 

住所（所在地）                ※ 

名
ふり

 称
がな

                    ※ 

代表者職・氏名                ※ 

電 話 番 号                ※ 

ＦＡＸ                      

Ｅ－ＭＡＩＬ                   

担
ふ

当
り

者
が

氏
な

名                  ※ 

※は必須項目 

  狭山市有料広告掲載取扱いに関する要綱第５条の規定により、次のとおり申込みます。なお、 

掲載にあたっては、２ページの「掲載条件」を遵守するとともに、「掲載できないもの」に該当し 

ないことを誓約いたします。 

印刷物等の種類 
 

 

掲載を希望する面・規格等 
 

リンク先ＵＲＬ

公式ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを希望の場合

 http:// 

掲載希望期間・枠数  

広告の内容 
 

 

決定通知書等の受け渡し 郵送を希望します  ・  来庁します 

 

 

※同意事項  申込みにあたり、当社の貴市分の市税納付状況調査に同意します。 
 
 
所管課へ、関係資料(広告の原稿、又は図面等で、掲載しようとする内容が具体的に把握できるもの)

を添付して申込んでください。 
 
 

※下記欄は記入しないでください。 

決定日 決定番号 部長 次長 課長 主幹 担当 副担当 

        

文書審査  公 印 
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 掲載条件 

 

１ 広告を掲載できる場所、規格等については、別途市の定めた基準によるものとします。 

２ 掲載料金については、狭山市有料広告掲載決定通知書に記載された額を指定された期限内に納付

してください。 

３ 募集期間内に、募集枠以上の申込みがあった場合は、原則として地元企業等、抽選の順で掲載を

決定します。 

４ 広告の内容に関する責任は、掲載者が負うものとします。また、物品等へ掲載された広告の管理

は掲載者の負担とします。 

５ 所要機関への手続きに係る経費や広告物の作成経費及び物品等への取付け・撤去経費等広告の掲

載に係る経費は、一切掲載者の負担とします。また、破損等による修復にかかる経費は、市の責め

による場合を除き、掲載者の負担とします。 

６ 次のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すことがあります。 

（１） 市の行政運営上支障があるとき 

（２） 指定する期日までに指定された書類を提出しなかったとき 

（３） 指定する期日までに広告の掲載料金を納付しなかったとき 

 

 

掲載できないもの 

 

  

次のいずれかに該当するものは、掲載できません。 

（１） 市の公共性、中立性及びその品位を損なう恐れのあるもの 

（２） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に掲

げる営業に該当するもの 

（３） 貸金業の規制等に関する法律（昭和 58年法律第32号）第２条に掲げる営業に該当するも

の 

（４） 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの 

（５） 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの 

（６） 個人名が入っているもの。ただし、個人名が商店等の名称に使用されている場合を除く。 

（７）  市、国、他の地方公共団体等が推奨しているかのような誤解を与える恐れがあるもの 

（８）その他掲載することが適当でないと市長が認めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 


